
JP 2012-181130 A 2012.9.20

(57)【要約】
【課題】コンクリート中の鋼材の腐食の箇所をより正確
に容易に特定できるようにする。
【解決手段】まず、ステップＳ１０１で、コンクリート
中に埋設された鋼材に作用電極を接続する。次に、ステ
ップＳ１０２で、参照電極および対極が接続された電解
質からなるプローブをコンクリートの外側表面に接触さ
せる。次に、ステップＳ１０３で、作用電極の電位を参
照電極に対して一定に制御して作用電極と対極と間に流
れる電流を測定する。次に、プローブの接触箇所を移動
させ、ステップＳ１０２－ステップＳ１０３を繰り返し
、これらの複数の測定で得られた複数の電流値の中の最
大値が得られたプローブを配置した箇所より鋼材の腐食
位置を特定する（ステップＳ１０４）。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート中に埋設された鋼材に作用電極を接続する第１ステップと、
　参照電極および対極が接続された電解質からなるプローブを前記コンクリートの外側表
面に接触させる第２ステップと、
　前記作用電極の電位を前記参照電極に対して一定に制御して前記作用電極と前記対極と
の間に流れる電流を測定する第３ステップと、
　前記プローブの接触箇所を移動させて複数の前記第２ステップおよび前記第３ステップ
を繰り返して得られた複数の電流値の中の最大値が得られた前記プローブを配置した箇所
より前記鋼材の腐食位置を特定する第４ステップと
　を少なくとも備えることを特徴とする腐食位置の特定方法。
【請求項２】
　コンクリート中に埋設された鋼材に接続する作用電極と、
　参照電極および対極が接続された電解質からなるプローブと、
　前記作用電極の電位を前記参照電極に対して一定に制御して前記作用電極と前記対極と
の間に流れる電流を測定する測定手段と、
　前記コンクリートの異なる表面に前記プローブを接触させて前記測定手段で測定した複
数の電流値の中の最大値が得られた前記プローブの接触箇所より前記鋼材の腐食位置を特
定する腐食部特定手段と
　を備えることを特徴とする腐食位置の特定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート中の鋼材の腐食位置を特定する腐食位置の特定方法およびシス
テムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄筋コンクリートによる構造物の劣化においては、鉄筋（鋼材）の腐食が問題となる。
従って、コンクリート中の鉄筋の腐食状態を把握することが、重要視されるようになって
きている。コンクリート中の鉄筋の腐食状態を求める方法として、交流インピーダンス法
や電位ステップ法が用いられている（非特許文献１）。この方法は、鉄筋とコンクリート
の界面の腐食速度を分極抵抗（電荷移動抵抗）としてとらえるため、非破壊に近い低侵襲
で鉄筋の腐食状態を求めることができる。この方法では、鉄筋の腐食速度により鉄筋の腐
食状態を判定しており、例えば、腐食速度が０であれば、鉄筋は腐食していないものと判
定している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】斎藤　博之　他、「中性化したコンクリート中での鋼材の腐食と外側か
らの塗装による防食効果の検討」、防錆管理、５月号、１－５頁、１９９５年。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、コンクリート中の鋼材においては、腐食が全域に発生することはあまり
なく、腐食は局所的に発生することが多い。これに対し、上述した技術では、腐食の発生
している箇所が測定箇所から離れている場合、腐食の状態を正確に測定できず、局所的に
発生している腐食の箇所を正確に特定することが容易ではないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、以上のような問題点を解消するためになされたものであり、コンクリート中
の鋼材の腐食の箇所をより正確に容易に特定できるようにすることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る腐食位置の特定方法は、コンクリート中に埋設された鋼材に作用電極を接
続する第１ステップと、参照電極および対極が接続された電解質からなるプローブをコン
クリートの外側表面に接触させる第２ステップと、作用電極の電位を参照電極に対して一
定に制御して作用電極と対極との間に流れる電流を測定する第３ステップと、プローブの
接触箇所を移動させて複数の第２ステップおよび第３ステップを繰り返して得られた複数
の電流値の中の最大値が得られたプローブを配置した箇所より鋼材の腐食位置を特定する
第４ステップとを少なくとも備える。
【０００７】
　また、本発明に係る腐食位置の特定システムは、コンクリート中に埋設された鋼材に接
続する作用電極と、参照電極および対極が接続された電解質からなるプローブと、作用電
極の電位を参照電極に対して一定に制御して作用電極と対極との間に流れる電流を測定す
る測定手段と、コンクリートの異なる表面にプローブを接触させて測定手段で測定した複
数の電流値の中の最大値が得られたプローブの接触箇所より鋼材の腐食位置を特定する腐
食部特定手段とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　以上説明したように、本発明によれば、プローブの接触箇所を移動させて得られた複数
の電流値の中の最大値が得られたプローブを配置した箇所より鋼材の腐食位置を特定する
ようにしたので、コンクリート中の鋼材の腐食の箇所がより正確に容易に特定できるよう
になるという優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態における腐食位置の特定方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２】図２は、本発明の実施の形態における腐食位置の特定システムの構成例を示す構
成図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態における腐食位置の特定システムの構成例を示す構
成図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態における腐食位置の特定システムの構成例を示す構
成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。図１は、本発明の実施の形
態における腐食位置の特定方法を説明するためのフローチャートである。この特定方法は
、まず、ステップＳ１０１で、コンクリート中に埋設された鋼材に作用電極を接続する。
次に、ステップＳ１０２で、参照電極および対極が接続された電解質からなるプローブを
コンクリートの外側表面に接触させる。次に、ステップＳ１０３で、作用電極の電位を参
照電極に対して一定に制御して作用電極と対極との間に流れる電流を測定する。
【００１１】
　次に、プローブの接触箇所を移動させ、ステップＳ１０２－ステップＳ１０３を繰り返
し、これらの複数の測定で得られた複数の電流値の中の最大値が得られたプローブを配置
した箇所より鋼材の腐食位置を特定する（ステップＳ１０４）。
【００１２】
　次に、上記特定方法を実施するシステムについて図２を用いて説明する。図２は、本発
明の実施の形態における腐食位置の特定システムの構成例を示す構成図である。図２では
、断面を模式的に示している。このシステムは、まず、コンクリート２０１中に埋設され
た鋼材２０２に接続する作用電極２０３を備える。鋼材２０２は、例えば鉄筋である。ま
た、作用電極２０３は、鋼材２０２との間で電流を流すための電極であり、自身が変化し
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ない材料から構成することが好ましい。従って、作用電極２０３は、例えば、白金や金な
どの貴金属、あるいは炭素などの材質から構成することが好適である。
【００１３】
　また、本システムは、参照電極２０４および対極２０５が接続された電解質からなるプ
ローブ２０６を備える。参照電極２０４は、電位測定の基準となる電極であり、例えば、
銀塩化銀電極などから構成するなど、適宜設計すればよい。プローブ２０６は、コンクリ
ート２０１に接した状態で用いる。プローブ２０６を構成する電解質は、既知の電気抵抗
および容量をもつ固体電解質から構成すればよい。また、電解質は、コンクリートとの接
触抵抗が少ないほど望ましい。また、プローブ２０６とコンクリート２０１との間に、水
または電解質水溶液を入れる（配置させる）ことも考えられる。
【００１４】
　また、本システムは、作用電極２０３の電位を参照電極２０４に対して一定に制御して
作用電極２０３と対極２０５との間に流れる電流を測定する測定部２０７を備える。測定
部２０７は、例えば、ポテンシオスタットである。また、コンクリート２０１の異なる表
面にプローブ２０６を接触させて測定部２０７で測定した複数の電流値の中の最大値が得
られたプローブ２０６の接触箇所より鋼材２０２の腐食位置を特定する腐食部特定部２０
８を備える。腐食部特定部２０８は、例えば、ＣＰＵと主記憶装置と外部記憶装置となど
を備えたコンピュータ機器であり、主記憶装置に展開されたプログラムによりＣＰＵが動
作することで、上述した各機能が実現される。
【００１５】
　本システムにより、プローブ２０６のコンクリート２０１に対する接触位置（配置）を
変化（移動）させ、様々な位置で測定部２０７による測定を行うことで、複数の測定結果
（電流値）を取得する。このようにして取得した複数の電流値の中の最大値が得られたプ
ローブ２０６の位置より、鋼材２０２の腐食位置を特定する。ここでは、コンクリート２
０１の表面の延在方向に、鋼材２０３が延在している構造体を例にしている。一般的な鉄
筋コンクリート構造では、このように、構造の表面（コンクリートの表面）の延在方向と
鉄筋の延在方向とがほぼ平行な状態となっている。
【００１６】
　ここで、鋼材２０２に腐食があると、この部位における上述した測定の電気抵抗は小さ
くなり、大きな電流値が測定されるようになる。ところで、図３に示すように、プローブ
２０６のコンクリート２０１に対する接触面の法線方向に、対極２０５を投影した領域が
、実質的な測定領域３１１となる。
【００１７】
　このような測定領域３１１以外の領域の鋼材２０２に腐食部３０１が存在する場合（図
３の場合）、腐食部３０１と対極２０５との距離が離れている状態となる。
【００１８】
　一方、プローブ２０６を移動させ、図４に示すように、腐食部３０１が測定領域３１１
に入れば、腐食部３０１と対極２０５との距離は、最も近い状態となる。
【００１９】
　コンクリート２０１の抵抗は無視できないので、上述したように対極２０５と腐食部３
０１との間の距離に差があると、より離れている状態の方が、電圧降下の影響を受けて検
出される電流値が小さくなる。一方、最も近い状態である、腐食部３０１が測定領域３１
１に入った状態の測定値が、最も大きな電流値となる。言い換えると、最も大きな電流値
が得られた測定箇所の測定領域３１１に、腐食部３０１が存在することになる。
【００２０】
　従って、プローブ２０６のコンクリート２０１に対する接触位置（配置）を変化させ、
様々な位置で測定部２０７による測定を行い、これら複数の測定結果を測定位置とともに
記録しておき、記録してある複数の電流値の中の最大値が得られたプローブ２０６の位置
を特定すれば、この場合の測定領域３１１に、腐食部３０１が存在するものとなる。とこ
ろで、鋼材の電位としては、鋼材を構成する金属の溶出が起こる電位であればよい。例え
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ば、酸性環境下、アルカリ性環境下における金属の腐食電位、鋼材以外の物質の酸化分解
電位等を考慮し、鋼材の腐食に対応する反応が確実に進行し、これ以外の反応がなるべく
進行しない電位が好ましい。
【００２１】
　なお、本発明は以上に説明した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的
思想内で、当分野において通常の知識を有する者により、多くの変形および組み合わせが
実施可能であることは明白である。例えば、腐食部特定部２０８は、表示部を備え、複数
の測定値の中より、最大値を表示するようにしてもよい。また、抵抗値を表示するように
してもよい。
【符号の説明】
【００２２】
　２０１…コンクリート、２０２…鋼材、２０３…作用電極、２０４…参照電極、２０５
…対極、２０６…プローブ、２０７…測定部、２０８…腐食部特定部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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